
 

 

2012 年 10 月 30 日 

日 本 銀 行 

 

「資産買入等の基金運営基本要領」の一部改正等について 

 

 

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、金融緩和

を一段と強力に推進する観点から、下記の諸措置を講ずることを決定しま

したので、お知らせします。 

 

記 

 

１．「資産買入等の基金運営基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）

を別紙１のとおり一部改正すること。 

２．「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権

等買入等基本要領」（平成２２年１１月５日決定）を別紙２のとおり一

部改正すること。 

３．１．および２．の実施に関し、日本銀行法（平成９年法律第８９号）

第４３条第１項ただし書きおよび同法第６１条の２の規定に基づき、別

紙３および別紙４のとおり財務大臣および金融庁長官に認可を申請す

ること。 

以  上 

＜本件照会先＞ 

企 画 局 菅 野（03-3277-2800） 

 福 田（03-3277-3768） 



別紙１ 

 

「資産買入等の基金運営基本要領」中一部改正 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．買入残高および貸付残高の上限 

（１）買入残高の総額は５５６６兆円程度、貸付残高の総額は２５兆円程度

を上限とする。 

（２）３．（２）に定める買入対象資産ごとの買入残高の上限は以下のとお

りとする。 

イ、利付国債            ３４３９兆円程度 

ロ、国庫短期証券          １４．５１９．５兆円程度 

ハ、ＣＰ等                          ２．１２．２兆円程度 

ニ、社債等                          ２．９３．２兆円程度 

ホ、指数連動型上場投資信託受益権    １．６２．１兆円程度 

へ、不動産投資法人投資口            ０．１２０．１３兆円程度 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。ただし、指数連動型上場投資信託

受益権および不動産投資法人投資口に関する一部改正は、「指数連動型上



場投資信託受益権等買入等実施要綱」（平成２２年１０月２８日付政委第

９２号別紙９．の別紙および同別紙１０．の別紙）の一部改正に関する日

本銀行法（平成９年法律第８９号）第４３条第１項ただし書きおよび同法

第６１条の２の規定に基づく財務大臣および金融庁長官の認可を受ける

ことを条件として、当該認可を受けた日から実施する。 

 



別紙２ 

 

「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権等 

買入等基本要領」中一部改正 

 

○ ６．を横線のとおり改める。 

６．買入れを行う期間 

指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、平成２４２５年末まで

を目途に行う。 

 

（附則） 

この一部改正は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」

（平成２２年１０月２８日付政委第９２号別紙９．の別紙および同別紙１

０．の別紙）の一部改正に関する日本銀行法（平成９年法律第８９号）第

４３条第１項ただし書きおよび同法第６１条の２の規定に基づく財務大

臣および金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可を受けた

日から実施する。 



別紙３ 

 

（財務大臣宛認可申請書） 

 

政第 号 

平成２４年 月 日 

 

財務大臣 城島 正光 殿 

日本銀行総裁 白川 方明 

 

指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱の一部変更に関する件 

 

金融緩和を一段と強力に推進する観点から、平成２２年１０月２８日付財

理第４６４１号・金総第３９０７号認可、平成２３年３月１５日付財理第１

１６２号・金総第１０６０号認可、平成２３年８月５日付財理第３６５４号・

金総第３３７３号認可および平成２４年５月１日付財理第２１３９号・金総

第１９０８号認可に基づいて行う指数連動型上場投資信託受益権等の買入れ

等の要綱を別紙のとおり一部変更することと致したく、政策委員会の議決を

経て、日本銀行法第４３条第１項ただし書の規定に基づき、認可申請致しま

す。 

以  上 



別 紙 

 

「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」中一部変更 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．買入れを行う期間 

指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、認可取得の日から平成２４

２５年末までを目途に行い得るものとする。 

 

○ ５．を横線のとおり改める。 

５．買入限度額等 

（１）指数連動型上場投資信託受益権の買入残高の総額は 1 兆 6,0002 兆 1,000

億円程度を限度とする。また、特定の銘柄への過度の集中排除の観点から本

行が銘柄別の上限を別に定める場合には、これを買入限度とする。 

（２）不動産投資法人投資口の買入残高の総額は 1,2001,300億円程度を限度と

する。また、銘柄別の買入限度は、当該銘柄の発行済投資口の総数の５％と

する。ただし、発行済投資口の総数の５％を超えない場合であっても、特定

の銘柄への過度の集中排除の観点から本行が銘柄別の上限を別に定める場

合には、これを買入限度とする。 

（３）略（不変） 

 



別紙４ 

 

（金融庁長官宛認可申請書） 

 

政第 号 

平成２４年 月 日 

 

金融庁長官 畑中 龍太郎 殿 

日本銀行総裁 白川 方明 

 

指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱の一部変更に関する件 

 

金融緩和を一段と強力に推進する観点から、平成２２年１０月２８日付財

理第４６４１号・金総第３９０７号認可、平成２３年３月１５日付財理第１

１６２号・金総第１０６０号認可、平成２３年８月５日付財理第３６５４号・

金総第３３７３号認可および平成２４年５月１日付財理第２１３９号・金総

第１９０８号認可に基づいて行う指数連動型上場投資信託受益権等の買入れ

等の要綱を別紙のとおり一部変更することと致したく、政策委員会の議決を

経て、日本銀行法第４３条第１項ただし書および同法第６１条の２の規定に

基づき、認可申請致します。 

以  上 



別 紙 

 

「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」中一部変更 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．買入れを行う期間 

指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、認可取得の日から平成２４

２５年末までを目途に行い得るものとする。 

 

○ ５．を横線のとおり改める。 

５．買入限度額等 

（１）指数連動型上場投資信託受益権の買入残高の総額は 1 兆 6,0002 兆 1,000

億円程度を限度とする。また、特定の銘柄への過度の集中排除の観点から本

行が銘柄別の上限を別に定める場合には、これを買入限度とする。 

（２）不動産投資法人投資口の買入残高の総額は 1,2001,300億円程度を限度と

する。また、銘柄別の買入限度は、当該銘柄の発行済投資口の総数の５％と

する。ただし、発行済投資口の総数の５％を超えない場合であっても、特定

の銘柄への過度の集中排除の観点から本行が銘柄別の上限を別に定める場

合には、これを買入限度とする。 

（３）略（不変） 

 


